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報告第１号 

 

 

専決事項の指定に係る処分報告について 

 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  

 

    令和５年５月１８日  提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

    令和４年度中に解決した議会の委任による専決処分について報告するもの

である。 
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専決指定第１号 

 

損害賠償の専決処分について 

 

「専決事項の指定について（平成１９年９月２８日議決）」第１号及び第３

号に基づき専決処分した損害賠償の額の決定及び当該損害賠償に係る和解は、

以下のとおりである。 

 

事 故 

発生日 
場  所 所  属 事故の種類等 

損害賠償の額(円) 
和 解 

成立日 
相手側 

負 担 
市負担 

令 和 4 年 

3月2 9日 

池田市 

石橋 

2-8-24 

市民活力部 

自動車事故 

大阪 800 

そ 4982 

対物 0 44,000 
令和4年 

7月1 9日 

令 和 4 年 

6月1 4日 

池田市 

建石町 

7-21 

市民活力部 

自動車事故 

大阪 800 

せ 3634 

対物 0 84,700 
令和4年 

7月2 0日 

令 和 4 年 

8月1 6日 

池田市 

渋谷 

3-16-9 

市民活力部 

自動車事故 

大阪 800 

せ 3634 

対物 0 819,500 
令和4年 

11月18日 

※所属の名称については、和解成立日現在におけるものを表記。 
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報告第２号 

 

 

処分報告について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、池

田市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和５年５月１８日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  地方税法の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたので

専決処分したものである。 

 

 

- 3 -



専決第１号 

 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

 

 池田市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和５年３月３１日 専決処分 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   
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池田市条例第１６号 

 

池田市市税条例の一部を改正する条例 

 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第４０条中「第５号の１５様式」の次に「若しくは第５号の１５の２様式」

を加え、「によって」を「により」に改める。 

第４６条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の

４の２様式」を加える。 

第４７条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様

式」を加え、同条第２項中「においては」を「において」に改める。 

第１０８条第１項及び第４項並びに第１１１条第１項中「第３４号の２の５

様式」の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第１３条第１項中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、

「、第６３条若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改め、同条第２項

中「第１０項、第１４項、第１６項から第１８項まで、第２０項、第２５項、

第３２項から第３４項まで、第３６項、第４０項若しくは第４４項」を「第９

項、第１３項、第１５項から第１７項まで、第１９項、第２４項、第３１項か

ら第３３項まで、第３５項、第３９項若しくは第４３項」に改める。 

附則第１３条の２第３項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１

５条第２５項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２６項第１号

ロ」を「附則第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５

条第２６項第１号ハ」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第６

項中「附則第１５条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」

に改め、同条第７項中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第
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２５項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を

「附則第１５条第２５項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２

６項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第２号ハ」に改め、同条第１０項中

「附則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」に改

め、同条第１１項中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を「附則第１５条第２

５項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２６項第３号ハ」を

「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第

３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条

第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１５項中「附則第１５

条第４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同条第１６項中「附則第１

５条第４４項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条第１８項を削る。 

附則第１４条中第１３項を第１４項とし、同条第１２項各号列記以外の部分

及び第５号中「附則第７条第１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項

を同条第１３項とし、同条第１１項の次に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定

マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 (2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 (4) 当該工事が完了した年月日 

 (5）当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合に

は、３月以内に提出することができなかった理由 
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 附則第３４条の２を削り、附則第３４条の２の２を附則第３４条の２とし、

附則第３４条の２の３を附則第３４条の２の２とする。 

附則第３４条の６第３項を削る。 

 附則第３５条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和

２年４月１日から令和３年３月３１日」を「令和４年４月１日から令和８年３

月３１日」に、「令和３年度分」を「当該初回車両番号指定を受けた日の属す

る年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同条第７項中

「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「のガソリン軽自動

車」を「の法第４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この

項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）」に改め、「、当該ガソ

リン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削

り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に、「令和５年度分」

を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第３

項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア(2)中「３，９００円」とあるのは

「２，０００円」と、同号ア(3)(i)中「６，９００円」とあるのは「３，５０

０円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第８項中「附則第３０条第８

項」を「附則第３０条第４項」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１

日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第４項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を

「同条第２号ア(2)中「３，９００円」とあるのは「３，０００円」と、同号

ア(3)(i)中「６，９００円」とあるのは「５，２００円」」に改め、同項を同
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条第４項とする。 

附則第３５条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改める。 

附則第３９条第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改め

る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の池田市市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年

度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項におい

て「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年

法律第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項

において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。

以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この

項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定する

リース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約によ

り特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得を

した同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリ

ース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された
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この条例による改正前の池田市市税条例附則第３４条の２及び第３４条の６

第３項に規定する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能

割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第３５条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和５年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和４年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 
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報告第２号  説  明 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）の施行等に伴い、

本条例の一部改正を行ったものである。 

 

１ 市民税関係 

 (1) 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）の一部改正による様

式の追加に伴う規定の整理 

給与所得に係る個人市民税の特別徴収税額の納入に係る納入書並びに法

人市民税の申告納付及び不足税額の納付に係る納付書について、様式を追

加するものであること。 

（第４０条、第４６条及び第４７条の改正関係） 

 (2) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る個人市民税の課税の特例の適用期限の延長 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る個人市民税の課税の特例の適用期限を令和８年度まで延長するものであ

ること。 

（附則第３９条の改正関係） 

２ 固定資産税及び都市計画税関係 

 (1) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴う規定の整理 

固定資産税及び都市計画税の読替規定並びに地域決定型地方税制特例措

置（わがまち特例）に係る規定中の引用条項を改めるものであること。 

（附則第１３条及び第１３条の２の改正関係） 

 (2) 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税
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の減額措置の創設に伴う規定の整備 

   長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施した一定の要件を満たす

マンションに係る固定資産税額の減額措置の申告について定めるほか、引

用条項を改めるものであること。 

（附則第１４条の改正関係） 

３ 軽自動車税関係 

 (1) 軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置の廃止に伴う規定の整理 

   令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得した環境

性能等について一定の要件を満たす３輪以上の軽自動車に適用される軽

自動車税の環境性能割を非課税とする措置及びその税率を２パーセント

から１パーセントに軽減する特例措置の廃止に伴い、所要の規定の整理

をするものであること。 

（附則第３４条の２を削り、附則第３４条の２の２を附則第３４条の２ 

とし、附則第３４条の２の３を附則第３４条の２の２とする改正関係 

及び附則第３４条の６の改正関係） 

 (2) 軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課）の適用期限の延長 

  軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課）のうち、３輪以上のガソ

リン軽自動車であって燃費基準等について一定の要件を満たすものに適

用される２５パーセントの軽課措置にあっては適用期限を令和７年度ま

で、３輪以上の軽自動車であって電気自動車等であるもの等に適用され

る７５パーセント又は５０パーセントの軽課措置にあっては適用期限を

令和８年度まで延長するものであること。また、所要の規定の整備をす

るものであること。 

（附則第３５条及び第３５条の２の改正関係） 

４ 市たばこ税関係 

 地方税法施行規則の一部改正による様式の追加に伴う規定の整理 

- 11 -



  たばこ税の申告納付及び不足税額等の納付に係る納付書について、様式を

追加するものであること。 

（第１０８条及び第１１１条の改正関係） 

５ 施行期日等 

  この条例は、令和５年４月１日から施行するものであること。また、所要

の経過措置を規定するものであること。 

（改正条例附則関係） 

- 12 -



報告第２号  参  考 

池田市市税条例の一部を改正する条例対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第３９条 （略） 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第４０条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月１０日まで

に、その徴収した月割額を施行規則第５号の１５様式又は施行規則第２条の

６の規定により総務大臣が定めた様式による納入書によって納入しなければ

ならない。 

第４１条～第４５条の６ （略） 

（法人の市民税の申告納付） 

第４６条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条の８第１

項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項の規定による申告書（第９

項、第１０項及び第１２項において「納税申告書」という。）を、同条第１

項、第２項、第３１項及び第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの

規定による納期限までに、同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市長

に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規

定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第２２

号の４様式による納付書により納付しなければならない。 

 

第１条～第３９条 （略） 

 （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） 

第４０条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月１０日まで

に、その徴収した月割額を施行規則第５号の１５様式若しくは第５号の１５

の２様式又は施行規則第２条の６の規定により総務大臣が定めた様式による

納入書により納入しなければならない。 

第４１条～第４５条の６ （略） 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４６条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条の８第１

項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項の規定による申告書（第９

項、第１０項及び第１２項において「納税申告書」という。）を、同条第１

項、第２項、第３１項及び第３５項の申告納付にあってはそれぞれこれらの

規定による納期限までに、同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市長

に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後段の規

定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第２２

号の４様式又は第２２号の４の２様式による納付書により納付しなければな

らない。 
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        改        正        前         改        正        後 

２～４ （略） 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合に

は、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第３１項の納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納期限とする。第７項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６

パーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定の適用がある場合に

おいて、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提

出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金を加算して施行規則第２２号の４様式による納付書により納付し

なければならない。 

６～１６ （略） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第４７条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限まで

に、施行規則第２２号の４様式による納付書により納付しなければならな

い。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１項、第２項

２～４ （略） 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３項の規定による

申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合に

は、当該税金に係る同条第１項、第２項又は第３１項の納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納期限とする。第７項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６

パーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定の適用がある場合に

おいて、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提

出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金を加算して施行規則第２２号の４様式又は第２２号の４の２様式

による納付書により納付しなければならない。 

６～１６ （略） 

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） 

第４７条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定に基づく納付

の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限まで

に、施行規則第２２号の４様式又は第２２号の４の２様式による納付書によ

り納付しなければならない。 

２ 前項の場合において、その不足税額に法第３２１条の８第１項、第２項又
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        改        正        前         改        正        後 

又は第３１項の納期限（同条第３５項の申告納付に係る法人税割に係る不足

税額がある場合には、同条第１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長が

あった場合には、その延長された納期限とする。第４項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

３・４ （略） 

第４８条～第１０７条 （略） 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第１０８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節に

おいて「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日

までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数

の合計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標

準数量に対するたばこ税額、第１０６条第１項の規定により免除を受けよう

とする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ

税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同

項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則

第３４号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を

は第３１項の納期限（同条第３５項の申告納付に係る法人税割に係る不足税

額がある場合には、同条第１項又は第２項の納期限とし、納期限の延長があ

った場合には、その延長された納期限とする。第４項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

３・４ （略） 

第４８条～第１０７条 （略） 

 （たばこ税の申告納付の手続） 

第１０８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節に

おいて「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末日

までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数

の合計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該課税標

準数量に対するたばこ税額、第１０６条第１項の規定により免除を受けよう

とする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ

税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同

項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則

第３４号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を

-
 
1
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第１０６条第３項に規定する書類

及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を

記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。 

 

２・３ （略） 

４ 法第４７５条第２項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税

金に係る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限。第１１１条第２項において同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正申告書を提

出した日までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して、施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付

しなければならない。 

第１０９条～第１１０条の２ （略） 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１１１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８３条又は第４８

４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申

告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する

施行規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２の５の２様式による納付書

によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第

１０６条第３項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品

目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書

類を添付しなければならない。 

２・３ （略） 

４ 法第４７５条第２項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税

金に係る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限。第１１１条第２項において同じ。）の翌日から納付の日ま

での期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正申告書を提

出した日までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞

金額を加算して、施行規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２の５の２

様式による納付書によって納付しなければならない。 

第１０９条～第１１０条の２ （略） 

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） 

第１１１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８３条又は第４８

４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申

告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書に指定する
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        改        正        前         改        正        後 

期限までに、施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しな

ければならない。 

２ （略） 

第１１２条～第１４２条 （略） 

   附 則 

第１条～第１２条の２ （略） 

 （読替規定） 

第１３条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３条又は第６４条

の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６９条第８項中「又は

第３４９条の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３

４９条の３の４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３

の２まで、第６３条若しくは第６４条」とする。 

２ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４項、第１６項から第１８項ま

で、第２０項、第２５項、第３２項から第３４項まで、第３６項、第４０項

若しくは第４４項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３ま

で若しくは第６３条」とする。 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

期限までに、施行規則第３４号の２の５様式又は第３４号の２の５の２様式

による納付書によって納付しなければならない。 

２ （略） 

第１１２条～第１４２条 （略） 

   附 則 

第１条～第１２条の２ （略） 

 （読替規定） 

第１３条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで又は第６３条の規定の適

用がある各年度分の固定資産税に限り、第６９条第８項中「又は第３４９条

の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３

の４から第３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで若

しくは第６３条」とする。 

２ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項、第１５項から第１７項まで、

第１９項、第２４項、第３１項から第３３項まで、第３５項、第３９項若し

くは第４３項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適

用がある各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで

若しくは第６３条」とする。 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 
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        改        正        前         改        正        後 

第１３条の２ （略） 

２ （略） 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定する設備について同号に規定す

第１３条の２ （略） 

２ （略） 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第２号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備について同号に規定す
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        改        正        前         改        正        後 

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

１４ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

１５ 法附則第１５条第４３項に規定する条例で定める割合は、３分の１とす

る。 

１６ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

１７ （略） 

１８ 法附則第６４条に規定する条例で定める割合は、０とする。 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１４条 （略） 

２～１１ （略） 

 

 

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

１４ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

１５ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は、３分の１とす

る。 

１６ 法附則第１５条第４３項に規定する条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

１７ （略） 

 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１４条 （略） 

２～１１ （略） 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第１３項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条

第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条

第１９項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

 (1)～(4) （略） 

マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 (2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

 (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

 (4) 当該工事が完了した年月日 

 (5）当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合に

は、３月以内に提出することができなかった理由 

１３ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第

７条第１７項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第３条

第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条

第１９項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

 (1)～(4) （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

 (5) 施行規則附則第７条第１３項に規定する補助の算定の基礎となった当該

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

 (6) （略） 

１３ （略） 

第１５条～第３４条 （略） 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第３４条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第５項において準

用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。

以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の取得が

令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間（附則第３４条の６

第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、第９２条第

１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

第３４条の２の２・第３４条の２の３ （略） 

第３４条の３～第３４条の５ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第３４条の６ （略） 

２ （略） 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第９３条の４

（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自

(5) 施行規則附則第７条第１７項に規定する補助の算定の基礎となった当該

耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用 

 (6) （略） 

１４ （略） 

第１５条～第３４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第３４条の２・第３４条の２の２ （略） 

第３４条の３～第３４条の５ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第３４条の６ （略） 

２ （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００分の

２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第３５条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定（次項から

第８項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係

る第９４条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第９４条の規定の適用については、当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和

３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３

 

 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第３５条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定（次項から

第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算し

て１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係

る第９４条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第９４条の規定の適用については、当該軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割

に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

 

  

(略) 

 

  

(略) 

 

  

(略) 

 

  

(略) 
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        改        正        前         改        正        後 

号に規定するガソリン軽自動車（以下この条において「ガソリン軽自動車」

という。）のうち３輪以上のものに対する第９４条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(2) ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア(3)(i) ６，９００円 ３，５００円 

 １０，８００円 ５，４００円 

第２号ア(3)(ii) ３，８００円 １，９００円 

 ５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち

３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第９４

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から

令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(2) ３，９００円 ３，０００円 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のう

ち、自家用の乗用のものに対する第９４条の規定の適用については、当該軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自

家用の乗用のものを除く。）に対する第９４条の規定の適用については、当

該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２号ア(3)(i) ６，９００円 ５，２００円 

 １０，８００円 ８，１００円 

第２号ア(3)(ii) ３，８００円 ２，９００円 

 ５，０００円 ３，８００円 
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        改        正        前         改        正        後 

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車

（営業用の乗用のものに限る。）に対する第９４条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税

の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に

対する第９４条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令

和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 

 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の法第４４６条第１

項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）（営業用の乗用のものに限る。）に対する第９４

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初

回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に

限り、同条第２号ア(2)中「３，９００円」とあるのは「２，０００円」

と、同号ア(3)(i)中「６，９００円」とあるのは「３，５００円」とする。 

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に

対する第９４条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和４年

４月１日から令和７年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、同条第２号ア(2)中「３，９００円」とあるのは「３，

０００円」と、同号ア(3)(i)中「６，９００円」とあるのは「５，２００

円」とする。 

 

-
 
2
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第３５条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽

自動車が前条第２項から第８項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２～４ （略） 

第３６条～第３８条 （略） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第３９条 昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下

この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条に

おいて同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定

の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第３５条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の軽

自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２～４ （略） 

第３６条～第３８条 （略） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

個人の市民税の課税の特例） 

第３９条 昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因と

なる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下

この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条に

おいて同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定

の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわ

-
 
2
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-



        改        正        前         改        正        後 

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当す

る額とする。 

 (1)・(2) （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の

基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等

予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地

等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲渡でなかったものとみなす。 

３ （略） 

第４０条～第５６条 （略） 

 

 

 

 

 

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当す

る額とする。 

 (1)・(2) （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の

基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等

予定地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地

等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が

法附則第３４条の２第１０項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲渡でなかったものとみなす。 

３ （略） 

第４０条～第５６条 （略） 
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報告第３号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和４年度池田市一般会計補正予算（第１５号） 

 

 

  令和５年５月１８日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

地方交付税等の確定に伴い、令和４年度として予算化する必要が生じたの

で、専決処分したものである。 
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専決第２号

　令和４年度池田市の一般会計補正予算（第１５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ４９,５５６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４４,１３３,８７４千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和５年３月３１日　専決処分

令和４年度池田市一般会計補正予算（第１５号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子
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報告第３号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ ５ 号

令和４年度
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歳 入
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歳 出
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参 考 資 料
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 22,164,168     ─  　 22,164,168     

人　  件　  費 8,260,100     ─  　 8,260,100     

扶　  助　  費 10,397,529     ─  　 10,397,529     

公　  債　  費 3,506,539     ─  　 3,506,539     

 投 資 的 経 費 1,945,042     ─  　 1,945,042     

 そ　   の   　他 20,074,220     △ 49,556     20,024,664     

物　  件　  費 9,331,634     ─  　 9,331,634     

そ　  の　  他 10,742,586     △ 49,556     10,693,030     

44,183,430     △ 49,556     44,133,874     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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(7.9) (50.2) (21.2)
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寄 付 指 定 事 業 件 数 金 額（千円） 基　金　名 積立額（千円）

　消防の充実に関する事業 81 1,384 -                 

　地域コミュニティの推進に関する事業 55 960 -                 

　観光の振興に関する事業 239 4,191 - 

　五月山動物園の整備事業 600 12,763 - 

　五月山の保全事業 62 1,189 -                 

　郷土の歴史・文化・遺産を守り伝える事業 68 1,369 -                 

　歴史と伝統の「猪名川花火大会」応援事業 35 1,000 -                 

　指定無し 2,966 55,123 -                 

- 

- 　事始め奨励基金 10,000

　市民安全の充実に関する事業 716 12,829 -                 　世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金 12,829

　公益活動の促進に関する事業 44 979 -                 　公益活動促進基金 979

　文化の振興に関する事業 98 2,021 -                 　文化振興基金 2,021

　環境の保全及び改善に関する事業（環境関係） 181 3,580 -                 　環境基金 3,580

　環境の保全及び改善に関する事業（緑化関係） 35 3,650 -                 　緑化基金 3,650

　保健福祉の充実に関する事業 244 5,519 -                 

　高齢者健康維持・増進事業 81 1,420 1,420           

　子育て支援の充実に関する事業 1,448 29,191 -                 　子ども・子育て基金 29,191

　公共施設の充実に関する事業 33 8,003 7,500           　公共施設整備基金 503

　教育の充実に関する事業 223 4,219 -                 　教育振興基金 4,219 

　スポーツの振興に関する事業 71 1,490 -                 　スポーツ振興基金 1,490 

　まち・ひと・しごと創生事業（企業版ふるさと納税） 3 404 404              

計 7,397 163,180 9,324 計 153,856

114 11,896　商工、農林及び園芸の振興に関する事業

5,519　福祉基金

みんなでつくるまちの寄付金関係 補正予算参考資料

令和４年度 みんなでつくるまちの寄付内訳 事業充当額
（千円）

基金積立内訳

　みんなでつくるまち推進基金 79,875

-
 
6
0
 
-
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報告第４号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和５年度池田市一般会計補正予算（第２号） 

 

 

  令和５年５月１８日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

子育て世帯生活支援特別給付金の給付を開始することに伴い、予算化する

必要が生じたので専決処分したものである。 

 

- 62 -



専決第３号

　令和５年度池田市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

　４１,７８４,７５０千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和５年４月１７日　専決処分

令和５年度池田市一般会計補正予算（第２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １５３,７５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
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報告第４号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ２ 号

令和５年度
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歳 入
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歳 出
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一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1,073 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1,071 ) 人

( 2 ) 人

時 間 外 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当

千円　 千円　

174,884  1,448,593  

173,245  1,447,973  

1,639  620  比 較

771  6,734  0  

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分 増　　 減　　 事　　 由

補 正 後

　子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に伴う増加補 正 前

632  

比　　　較 3,704  0  2,259  5,963  

1,343,144  7,998,636  

補 正 前 1,562,928  2,670,532  2,416,069  6,649,529  1,342,373  7,991,902  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 632  1,566,632  2,670,532  2,418,328  6,655,492  
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参 考 資 料
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 22,695,197     6,734     22,701,931     

人　  件　  費 8,503,576     6,734     8,510,310     

扶　  助　  費 10,335,220     ─  　 10,335,220     

公　  債　  費 3,856,401     ─  　 3,856,401     

 投 資 的 経 費 2,154,276     ─  　 2,154,276     

 そ　   の   　他 16,781,527     147,016     16,928,543     

物　  件　  費 7,787,968     6,566     7,794,534     

そ　  の　  他 8,993,559     140,450     9,134,009     

41,631,000     153,750     41,784,750     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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（子育て支援費 他） 

≪ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 ≫ 

 

１．事業目的 

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯

に対し、給付金を支給する。  

 

２．対 象 者 

【ひとり親世帯分】  

①令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けている者  

②公的年金給付等の受給により令和５年３月分の児童扶養手当  

 の支給を受けていない者  

③家計が急変した者  

 

【ひとり親世帯以外の子育て世帯分】  

①本市から令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり  

親世帯以外の子育て世帯分）の支給を受けた者  

②家計が急変した者  

 

３．給 付 額     

児童１人当たり５万円  

 

４．予 算 額    １５３，７５０千円  

 （内 訳） 人 件 費         ６，７３４千円  

       旅 費           ２４０千円  

       需 用 費           ２９０千円  

       役 務 費         １，０３９千円  

       委 託 料         ４，２２４千円  

       使用料及び賃借料        ７７３千円  

       交 付 金       １４０，４５０千円  

   （財 源） 国庫支出金       １５３，７５０千円  
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報告第５号 

 

 

債権の放棄に係る報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号の規定に基

づき、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間において、個人情報

の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年

池田市条例第２５号）第５条の規定による改正前の池田市債権管理条例（平成

３０年池田市条例第３号）第８条の規定により市の債権を放棄したので、池田

市債権管理条例第８条の規定により報告する。 

 

 

令和５年５月１８日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 

 

理  由 

令和４年度中に放棄した市の債権について報告するものである。 
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個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

（令和４年池田市条例第２５号）第５条の規定による改正前の池田市債権管理

条例（平成３０年池田市条例第３号。以下「条例」という。）第８条各号のい

ずれかに該当することにより、令和４年度中に放棄した非強制徴収債権及びそ

の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金は以下のとおりである。 

 

 

番号 備　　考

1 平成20年4月1日 243,750 条例第8条第3号（消滅時効）

2 平成20年9月8日 68,750 条例第8条第3号（消滅時効）

計 312,500

番号 備　　考

1 平成25年10月13日 1,000 条例第8条第3号（消滅時効）

2 平成28年5月11日 102,890 条例第8条第3号（消滅時効）

3 平成28年8月1日 36,316 条例第8条第3号（消滅時効）

4 平成29年4月10日 78,570 条例第8条第3号（消滅時効）

5 平成29年8月23日 17,530 条例第8条第3号（消滅時効）

6 平成29年9月28日 291,734 条例第8条第3号（消滅時効）

7 平成29年10月5日 287,843 条例第8条第3号（消滅時効）

8 平成30年1月1日 59,834 条例第8条第3号（消滅時効）

9 平成30年2月16日 105,112 条例第8条第3号（消滅時効）

10 平成30年3月6日 181,572 条例第8条第3号（消滅時効）

11 平成30年5月1日 136,304 条例第8条第3号（消滅時効）

12 平成30年5月21日 131,770 条例第8条第3号（消滅時効）

13 平成30年6月25日 85,990 条例第8条第3号（消滅時効）

14 平成30年7月2日 108 条例第8条第3号（消滅時効）

15 平成30年7月18日 1,669 条例第8条第3号（消滅時効）

16 平成30年8月20日 59,984 条例第8条第3号（消滅時効）

17 平成30年8月24日 69,450 条例第8条第3号（消滅時効）

18 平成30年9月25日 28,276 条例第8条第3号（消滅時効）

19 平成30年9月26日 78,780 条例第8条第3号（消滅時効）

20 平成30年10月1日 62,780 条例第8条第3号（消滅時効）

21 平成30年12月1日 103,838 条例第8条第3号（消滅時効）

22 平成31年1月7日 9,293 条例第8条第3号（消滅時効）

23 平成31年1月17日 12,373 条例第8条第3号（消滅時効）

放棄する債権の名称（所属） 使用料（市立池田病院事務局）

債権放棄年月日 令和5年3月15日

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由

放棄する債権の名称（所属） 福祉貸付資金〔生活資金貸付金〕（福祉部）

債権放棄年月日 令和5年3月2日

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

24 平成31年2月13日 3,212 条例第8条第3号（消滅時効）

25 平成31年2月25日 786 条例第8条第3号（消滅時効）

26 平成31年3月1日 810 条例第8条第3号（消滅時効）

計 1,947,824

番号 備　　考

1 平成17年1月18日 77,096 条例第8条第3号（消滅時効）

2 平成17年1月18日 103,774 条例第8条第3号（消滅時効）

3 平成17年10月28日 43,587 条例第8条第3号（消滅時効）

4 平成19年2月28日 754,500 条例第8条第3号（消滅時効）

5 平成20年5月28日 136,163 条例第8条第3号（消滅時効）

6 平成24年6月28日 44,901 条例第8条第3号（消滅時効）

7 平成26年5月28日 10,702 条例第8条第3号（消滅時効）

8 平成28年4月18日 1,695 条例第8条第3号（消滅時効）

9 平成28年4月18日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

10 平成28年4月18日 766 条例第8条第3号（消滅時効）

11 平成28年4月18日 75 条例第8条第3号（消滅時効）

12 平成28年4月18日 21,222 条例第8条第3号（消滅時効）

13 平成28年4月18日 185,112 条例第8条第3号（消滅時効）

14 平成28年4月18日 3,832 条例第8条第3号（消滅時効）

15 平成28年4月18日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

16 平成28年4月18日 2,451 条例第8条第3号（消滅時効）

17 平成28年4月18日 6,132 条例第8条第3号（消滅時効）

18 平成28年4月18日 4,200 条例第8条第3号（消滅時効）

19 平成28年4月18日 3,498 条例第8条第3号（消滅時効）

20 平成28年4月18日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

21 平成28年4月18日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

22 平成28年4月18日 48,517 条例第8条第3号（消滅時効）

23 平成28年4月18日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

24 平成28年4月28日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

25 平成28年4月28日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

26 平成28年4月28日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

27 平成28年4月28日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

28 平成28年4月28日 6,154 条例第8条第3号（消滅時効）

29 平成28年4月28日 31,815 条例第8条第3号（消滅時効）

30 平成28年4月28日 18,472 条例第8条第3号（消滅時効）

31 平成28年4月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

32 平成28年4月28日 9,983 条例第8条第3号（消滅時効）

33 平成28年4月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

34 平成28年4月28日 19,455 条例第8条第3号（消滅時効）

35 平成28年5月17日 9,180 条例第8条第3号（消滅時効）

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由

放棄する債権の名称（所属） 使用料〔水道料金及びメーター料〕（上下水道部）

債権放棄年月日 令和5年3月14日
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番号 備　　考

36 平成28年5月17日 9,936 条例第8条第3号（消滅時効）

37 平成28年5月17日 2,683 条例第8条第3号（消滅時効）

38 平成28年5月17日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

39 平成28年5月17日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

40 平成28年5月17日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

41 平成28年5月17日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

42 平成28年5月17日 4,264 条例第8条第3号（消滅時効）

43 平成28年5月17日 51,384 条例第8条第3号（消滅時効）

44 平成28年5月17日 2,299 条例第8条第3号（消滅時効）

45 平成28年5月17日 4,102 条例第8条第3号（消滅時効）

46 平成28年5月17日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

47 平成28年5月17日 12,591 条例第8条第3号（消滅時効）

48 平成28年5月17日 126,887 条例第8条第3号（消滅時効）

49 平成28年5月17日 766 条例第8条第3号（消滅時効）

50 平成28年5月17日 11,802 条例第8条第3号（消滅時効）

51 平成28年5月17日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

52 平成28年5月17日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

53 平成28年5月17日 16,399 条例第8条第3号（消滅時効）

54 平成28年5月30日 2,051 条例第8条第3号（消滅時効）

55 平成28年5月30日 820 条例第8条第3号（消滅時効）

56 平成28年5月30日 6,564 条例第8条第3号（消滅時効）

57 平成28年5月30日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

58 平成28年5月30日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

59 平成28年5月30日 23,594 条例第8条第3号（消滅時効）

60 平成28年5月30日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

61 平成28年5月30日 1,803 条例第8条第3号（消滅時効）

62 平成28年5月30日 2,775 条例第8条第3号（消滅時効）

63 平成28年5月30日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

64 平成28年5月30日 41,701 条例第8条第3号（消滅時効）

65 平成28年5月30日 1,306 条例第8条第3号（消滅時効）

66 平成28年6月17日 9,126 条例第8条第3号（消滅時効）

67 平成28年6月17日 3,078 条例第8条第3号（消滅時効）

68 平成28年6月17日 4,590 条例第8条第3号（消滅時効）

69 平成28年6月17日 6,102 条例第8条第3号（消滅時効）

70 平成28年6月17日 2,322 条例第8条第3号（消滅時効）

71 平成28年6月17日 4,590 条例第8条第3号（消滅時効）

72 平成28年6月17日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

73 平成28年6月17日 7,862 条例第8条第3号（消滅時効）

74 平成28年6月17日 1,803 条例第8条第3号（消滅時効）

75 平成28年6月28日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

76 平成28年6月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

77 平成28年6月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

78 平成28年6月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

79 平成28年7月18日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

80 平成28年7月18日 6,705 条例第8条第3号（消滅時効）

81 平成28年7月18日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

82 平成28年7月18日 2,683 条例第8条第3号（消滅時効）

83 平成28年7月18日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

84 平成28年7月18日 1,640 条例第8条第3号（消滅時効）

85 平成28年7月18日 3,930 条例第8条第3号（消滅時効）

86 平成28年7月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

87 平成28年7月28日 6,219 条例第8条第3号（消滅時効）

88 平成28年7月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

89 平成28年7月28日 6,213 条例第8条第3号（消滅時効）

90 平成28年8月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

91 平成28年8月16日 7,990 条例第8条第3号（消滅時効）

92 平成28年8月16日 6,505 条例第8条第3号（消滅時効）

93 平成28年8月29日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

94 平成28年8月29日 15,697 条例第8条第3号（消滅時効）

95 平成28年8月29日 5,830 条例第8条第3号（消滅時効）

96 平成28年9月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

97 平成28年9月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

98 平成28年9月16日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

99 平成28年9月16日 2,289 条例第8条第3号（消滅時効）

100 平成28年9月16日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

101 平成28年9月16日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

102 平成28年9月28日 6,808 条例第8条第3号（消滅時効）

103 平成28年9月28日 4,881 条例第8条第3号（消滅時効）

104 平成28年9月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

105 平成28年10月18日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

106 平成28年10月18日 6,694 条例第8条第3号（消滅時効）

107 平成28年10月18日 3,913 条例第8条第3号（消滅時効）

108 平成28年10月18日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

109 平成28年10月18日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

110 平成28年10月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

111 平成28年10月28日 42,896 条例第8条第3号（消滅時効）

112 平成28年10月28日 12,170 条例第8条第3号（消滅時効）

113 平成28年10月28日 1,701 条例第8条第3号（消滅時効）

114 平成28年11月16日 4,761 条例第8条第3号（消滅時効）

115 平成28年11月16日 14,811 条例第8条第3号（消滅時効）

116 平成28年11月16日 22,756 条例第8条第3号（消滅時効）

117 平成28年11月16日 2,683 条例第8条第3号（消滅時効）

118 平成28年11月16日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

119 平成28年11月16日 2,299 条例第8条第3号（消滅時効）

120 平成28年11月29日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

121 平成28年11月29日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

122 平成28年11月29日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

123 平成28年12月16日 10,638 条例第8条第3号（消滅時効）

124 平成28年12月16日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

125 平成28年12月16日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

126 平成28年12月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

127 平成28年12月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

128 平成28年12月28日 4,168 条例第8条第3号（消滅時効）

129 平成28年12月28日 5,982 条例第8条第3号（消滅時効）

130 平成29年1月17日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

131 平成29年1月17日 64,314 条例第8条第3号（消滅時効）

132 平成29年1月17日 9,060 条例第8条第3号（消滅時効）

133 平成29年1月17日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

134 平成29年1月17日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

135 平成29年1月17日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

136 平成29年1月17日 3,747 条例第8条第3号（消滅時効）

137 平成29年1月17日 1,916 条例第8条第3号（消滅時効）

138 平成29年1月17日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

139 平成29年1月28日 2,872 条例第8条第3号（消滅時効）

140 平成29年1月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

141 平成29年1月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

142 平成29年1月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

143 平成29年1月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

144 平成29年1月28日 3,471 条例第8条第3号（消滅時効）

145 平成29年1月28日 9,180 条例第8条第3号（消滅時効）

146 平成29年2月16日 54 条例第8条第3号（消滅時効）

147 平成29年2月16日 54 条例第8条第3号（消滅時効）

148 平成29年2月16日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

149 平成29年2月16日 1,614 条例第8条第3号（消滅時効）

150 平成29年2月16日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

151 平成29年2月28日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

152 平成29年2月28日 1,722 条例第8条第3号（消滅時効）

153 平成29年2月28日 2,127 条例第8条第3号（消滅時効）

154 平成29年2月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

155 平成29年2月28日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

156 平成29年2月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

157 平成29年3月16日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

158 平成29年3月16日 11,091 条例第8条第3号（消滅時効）

159 平成29年3月16日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

160 平成29年3月16日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

161 平成29年3月16日 5,346 条例第8条第3号（消滅時効）

162 平成29年3月16日 54 条例第8条第3号（消滅時効）

163 平成29年3月16日 383 条例第8条第3号（消滅時効）

164 平成29年3月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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番号 備　　考

165 平成29年3月28日 1,695 条例第8条第3号（消滅時効）

166 平成29年3月28日 162 条例第8条第3号（消滅時効）

167 平成29年3月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

168 平成29年3月28日 1,695 条例第8条第3号（消滅時効）

169 平成29年3月28日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

計 2,455,757

発生年月日 債権額（円） 放　棄　事　由
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議案第３５号 

 

 

池田市監査委員の選任について 

                       

 

下記の者を池田市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

 住 所                           

 

  氏 名     三 原 健 吾 

 

                      生    

 

 

    令和５年５月１８日  提出 

 

                       池田市長  瀧 澤 智 子   

 

理  由 

   池田市監査委員として識見を有する者のうちから選任されている三原健吾

氏は、来る令和５年５月３１日をもって任期満了となるので、その後任を選

任するものである。 
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議案第３６号 

 

 

池田市監査委員の選任について 

                       

 

  下記の者を池田市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

  住 所 

 

  氏 名 

 

             年  月  日生    

※議会運営の都合上、選任する候補者の住所、氏名及び生年月日は表示なし  

 

    令和５年５月１８日  提出 

 

                       池田市長  瀧 澤 智 子   

 

理  由 

池田市監査委員として議会議員のうちから選任されていた荒木眞澄氏は、

令和５年４月３０日をもって任期満了となったので、その後任を選任するも

のである。 
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議案第３７号

　令和５年度池田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ６９３,５８３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４２,４７８,３３３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和５年５月１８日　提出

令和５年度池田市一般会計補正予算（第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子
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議案第３７号　　説　　明

令和５年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ３ 号
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一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1,073 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1,073 ) 人

( 0 ) 人

時 間 外 勤 務 手 当

千円　

176,708  

174,884  

1,824  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 632  1,566,632  2,670,532  2,420,152  6,657,316  1,343,144  8,000,460  

補 正 前 1,566,632  2,670,532  2,418,328  6,655,492  1,343,144  7,998,636  632  

0  1,824  0  

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分 増　　 減　　 事　　 由

補 正 後

　住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業に伴う増加補 正 前

比　　　較 0  0  1,824  1,824  

比 較
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 22,701,931     1,824     22,703,755     

人　  件　  費 8,510,310     1,824     8,512,134     

扶　  助　  費 10,335,220     ─  　 10,335,220     

公　  債　  費 3,856,401     ─  　 3,856,401     

 投 資 的 経 費 2,154,276     ─  　 2,154,276     

 そ　   の   　他 16,928,543     691,759     17,620,302     

物　  件　  費 7,794,534     66,677     7,861,211     

そ　  の　  他 9,134,009     625,082     9,759,091     

41,784,750     693,583     42,478,333     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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（社会福祉総務費） 

《 住民税非課税世帯臨時特別給付金給付事業 》 

 

 

１．事業目的 

エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けている住民税非課税

世帯を支援する取組として、臨時・特別の給付金を支給する。  

 

２．対  象  者  

基準日（令和５年６月１日）において、世帯全員の令和５年度分の

住民税が非課税である世帯の世帯主  

 

３．給  付  額  

１世帯当たり３万円  

 

４．予  算  額    ４８８，５０１千円  

 （内 訳） 人 件 費         １，８２４千円  

       需 用 費           ３００千円  

       役 務 費         ５，５２７千円  

       委 託 料        ６０，０００千円  

       使用料及び賃借料        ８５０千円  

       交 付 金       ４２０，０００千円  

 （財 源） 国庫支出金       ４８７，７９３千円  

       一 般 財 源           ７０８千円  
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（給食センター管理費） 

《 小学校給食費無償化事業 》 

 

 

１．事業目的 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、エネ

ルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けている保護者の負担軽減を

図るため、小学校の給食費を無償化する。  

 

 

２．事業内容  

令和５年度における小学校の給食費を無償化する。  

 

 

３．補  助  額  

小学校給食費無償化分  ２０５，７９０千円  

 

 

４．予 算 額   ２０５，７９０千円  

 （内 訳） 補 助 金      ２０５，７９０千円  

 

 （財 源） 国庫支出金  ２０５，７９０千円  
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